
令和 7年 6月 20日 

自  治  区  長  様 

（自治会長・組長） 

飯南町長 塚原 隆昭 

（ 防災危機管理室 ） 

 

指定暑熱避難施設（クーリングシェルター）の利用について 

 

平素は、町行政に格別のご理解とご協力をいただき厚くお礼申しあげます。 

さて、熱中症対策の強化として、冷房施設を有する等の一定の要件を満たす施設を「暑熱

避難施設（クーリングシェルター）」として指定できることとなっています。 

本町では下記の施設を、暑さをしのぐ場所として利用いただけるクーリングシェルターと

して指定していますので、地区内へ周知いただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

１．クーリングシェルター指定施設 

施設名 開放日 時間帯 

受入

可能

人数 

飯南町役場本庁舎 1階待合ホール 

月曜日から金曜日 

（祝日を除く） 

8時 30分～ 

17時 15分 

10人 

飯南町保健福祉センター 1階ロビー 10人 

来島交流センター 1階交流スペース 10人 

さつき会館 1階ロビー 10人 

憩いの郷 衣掛 1階ロビー 火曜日（定休日）以外 

10時～16時 

10人 

琴引ビレッジ山荘 1階ロビー 水曜日（定休日）以外 10人 

都市交流センターやまなみ 1階ロビー 木曜日（定休日）以外 10人 

来島郵便局 

月曜日から金曜日 

（祝日を除く） 
10時～16時 

7人 

頓原郵便局 5人 

赤名郵便局 2人 

志々郵便局 3人 

谷郵便局 4人 

 

２．注意事項 

   ・ご利用の際は、職員にお声がけください。 

・飲料水等は各自でご用意ください。（施設内の自動販売機等もご利用下さい） 

・利用に当たっては各施設の指示に従ってください。 

 

 

回 覧 

お問合せ 

防災危機管理室 

電話７６－２２１１ 

FAX７６－２２２１ 



対　象

開催日

申込方法

みんなで

話そう。

このまち

のこと

実施申込書
ダウンロード

関心のあるテーマについて、みんなで語り

合いませんか。テーマは自由。

関心のあるテーマに応じて、町職員がみな

さんのもとへ伺います。

子育て、農業、教育など関心のあるテーマをご指定ください。

若者、女性、高齢者、地域コミュニティなどの団体やグループ等

平日のうち2時間程度（希望日を伺い、後日調整させていただきます。）
※開催希望日の14日前までに実施申込書を提出してください。

まちづくり懇話
会

飯南町笑顔あふれる

TEL:0854-76-2864　FAX:0854-76-2221

MAIL: machidukuri@iinan.jp

飯南町まちづくり推進課

テーマ

「実施申込書」を役場窓口へ提出するか、FAXでお送りください。

受付開
始





令和 7年 6月 20日  

自 治 区 長   様 

（自治会長・組長） 

飯南町            

町長 塚 原 隆 昭    

島根大学教育学部       

教授 作 野 広 和    

 

飯南町・島根大学共同研究 

「地域コミュニティに関するアンケート」のお願い 

 

平素は町行政に格別のご理解ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

本町では、令和 7年 3月に「第 3次飯南町総合振興計画」を策定し、施策の一つとし

て「地域運営の仕組みを見直し、少ない人口・世帯で継続できる地域運営の仕組み」を

検討するとしています。また平成 30 年度から、地域運営の課題の把握や地域資源の活

用、地域連携、人材育成など、住民生活をよりよいものとするために、島根大学教育学

部と共同研究を継続的に行っています。 

これからの地域運営の仕組みづくりについては、今後、複数年をかけて検討を進めて

いきたいと考えていますが、令和 7年度は各自治区長、自治会長・組長の皆様に、現在

の地域組織の「役」や「地域運営」の状況について調査票を用いてお聞きしたいと考え

ています。 

なお本調査においては引き続き、島根大学と共同して調査を実施することを申し添え

ます。 

自治区長の皆様におかれましては、各自治会長・組長の皆様への周知について、ご協

力をお願いいたします。 

 

記 

 

＜今後の予定＞ 

・7月の自治会文書に合わせてアンケート用紙を配布します。（郵送で回答） 

※アンケートは各自治区長様、各自治会長・組長様それぞれが回答をお願いします。 

 

 

 
■問い合わせ 

飯南町 まちづくり推進課 地域振興担当 

ＴＥＬ：0854-７６－２８６４ 

資料４ 



 
 

 令和 7年６月２０日 

 

自 治 区 長 様 

 

飯南町長 塚原 隆昭    

（ 建 設 課 ）   

災害報告について 

 平素は町政の推進に格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申しあげます。 

 さて、今年も梅雨期をむかえ、大雨による災害の発生が心配される時期となりました。災

害対応は、迅速な状況把握が必要であり、皆様からの情報提供が不可欠です。 

 つきましては、万一、大雨等により貴自治区内で災害が発生した場合は、災害報告等に

ついて別紙によりご報告いただきますようご協力をお願いいたします。 

 

記 

 

１． 報告様式 別紙「災害報告書」によりご報告ください。 

※町が県へ行う災害報告（災害復旧工事の申請手続き）は、災害終息後 10 日以

内に行わなければならないとされています。「災害報告書」では間に合わない場合や、

緊急を要する場合には、電話等でご連絡ください。 

２． 報 告 先 

○ 建 設 課 ･･･ 電話 ７６－３９４２ FAX ７６－２２２１ 

○ 頓原基幹支所 ･･･ 電話 ７２－０３１１ FAX ７２－１７７５ 

○ 来 島 支 所 ･･･ 電話 ７６－２３９３ FAX ７６－２８４５ 

○ 志 々支 所 ･･･ 電話 ７３－０００１ FAX ７３－００２６ 

 

３． 土のう袋 

土のう袋が必要な場合は、役場・各支所・谷公民館へ準備しています。また、土の 

うを役場・各支所・谷公民館へ配布しておりますのでこちらもご活用ください。 

 

４． 参考事項 

大雨による災害の復旧事業として国に採択される基準は、１日の雨量が８０ミリ以

上、または、１時間の雨量が２０ミリ以上の降雨により発生した災害で、一定規模以

上の災害が該当します。 

国に採択された災害復旧事業は、原則として３年以内に工事を実施します。 

資 料 ５       
 回 覧 



災 害 報 告 書 

    自治区 自治区長             

報告年月日：令和  年  月  日 

自治会・組名 被災箇所 区分 被災状況 連絡先 備 考 

○○自治会 飯南太郎さん宅前の道路 

 

 

飯南花子さん宅前から２０ｍ上流 

※なるべく具体的にお願いします。 

国道５４号 

県道○○線 

町道○○線 

○ ○川 

田・畑など 

幅 ２０ｍ 

高さ ５ｍ 

飯南太郎さん宅 

電話 ○○－○○○○ 

日中は○○○へ連絡 

電話○○－○○○○ 

      

      

      

      

 

  



災 害 報 告 書 

    自治区 自治区長             

報告年月日：令和  年  月  日 

自治会・組名 被災箇所 区分 被災状況 連絡先 備 考 

      

      

      

      

      

      

 



災 害 報 告 書 

    自治区 自治区長             

報告年月日：令和  年  月  日 

自治会・組名 被災箇所 区分 被災状況 連絡先 備 考 

      

      

      

      

      

      

 



令和７年６月２０日 

 

自 治 区 長 様 

飯南町長 塚 原 隆 昭 

（ 産 業 振 興 課 ） 

 

飯南ヒルクライム２０２５の開催について 

 

 平素は町行政に格別のご理解ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 「飯南ヒルクライム」（自転車イベント）が、谷地区をメインコースとして、20２５年も昨年に

続き開催されます。 

 つきましては、この開催内容ならびに通行規制について、貴自治区内に周知していただき

ますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１．開催日   令和７年７月２１日（祝日） 7：00～12：30 （受付、開会式、スタート、表彰式） 

           ※前日７月２０日（日） 参加者試走（通行規制なし）  

 

２．主催者   NPO 法人サイクリストビュー（松江市）  協賛：飯南町、飯南町観光協会 

 

３．メイン会場 飯南町役場下駐車場 

 

４．コース    県道邑南飯南線ならびに町道赤名井戸谷線  ※裏面位置図参照 

           スタート：美郷町内県道邑南飯南線、ゴール：飯南町上赤名向谷 

         

５．通行規制について 

①通行規制する日時 令和７年７月２１日（祝日） ９：00～１０：３０ 

                            （選手通過後、順次解除します） 

②通行規制する箇所（裏面参照） 

【県道邑南飯南線】 

美郷町内国道３７５号線と県道邑南飯南線交差点付近から町道赤名井戸谷線交差点 

【町道赤名井戸谷線】 

県道邑南飯南線交差点から向谷森口様宅付近 

③通行規制の方法 車両通行止め（緊急車両は除く） 

                

 

【お問い合わせ】 産業振興課（観光担当）７６－2214 

回覧 




